
１．業務名

令和　８年　４月３０日

２．履行期間

Ｒ７常陸河川国道（道路）裁決申請等関係資料作成整理等業

３．完了検査年月日

ＴＥＬ０２９－２４０－４０６２（代）内線４０８

升ノ内　元二　殿

長　宛て

用 地 関 係 業 務 成 績 評 定 通 知 書

東京都江東区亀戸５－８－９

令和　８年　３月３１日

記

５．送付先

４．評定点

国土交通省関東地方整備局

務

〒３１０－０８５１　茨城県水戸市千波町１９６２－２

　貴社が受注した下記の業務について、用地関係業務成績評定要領に基づき評定し
た結果を通知します。
　なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、こ
の書面の通知を受けた日から起算して14日（休日を含む。）以内に、書面により、
説明を求めることができます。
　疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。
　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問合せ先は下記
のとおりです。

〒３１０－０８５１　茨城県水戸市千波町１９６２－２

国関整常経第１３号の３６

　　　　　　佐々木　哲也

〒１３６－００７１

　　常陸河川国道事務所長

経理課　契約係

株式会社　サンテックインターナショナル

別表のとおり

国土交通省　関東地方整備局　常陸河川国道事務所　技術担当副所

６．手続き等の
　　問合せ先

令和　７年　４月　１日～令和　８年　３月３１日



100 点総合評定点

打ち合わせの理解度

注）１．各評価項目の評定点は、小数第二位を四捨五入して表示している。
　　２．評定点の小計は、小数第一位を四捨五入し整数としている。

担当技術者
（業務従事者）

100 点

18.0 点

6.0 点

52.9 点

／ －

8.8 点

45.8 点

業務目的の達成度

0 点

／

別表②

業務名：

8.0 点

業務執行に係る過失に伴う減点

／目的と内容の理解

Ｒ７常陸河川国道（道路）裁決申請等関係資料作成整理等業務

3.5 点

12.0 点

36.0 点的確な履行

評定点の小計（注２）

業務評定・主任担当者

6.0 点

責任感、積極性、発注者側の
視点

／

瑕疵修補又は損害賠償による減点

事故等による減点

2.4 点

／

100 点

79 点

その他（　　　　　　　　　　）

／

0 点

79 点

項 目 別 評 定 点

9.8 点

6.0 点

取組姿勢

業務実施体制の的確性

14.4 点

評価項目

6.0 点

／

／

管
理
技
術
力

指揮系統の迅速性、確実性 14.0 点

9.6 点

31.2 点

0 点

／

／

0 点

79 点

11.8 点

100 点

－

／

／

79 点

／ 21.2 点

評価の視点

専
門
技
術
力

／

26.5 点

－

8.8 点 ／


